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神戸東労働基準協会　事務局長　今井　善之
新任ご挨拶

初めまして、2025年8月１日から協会事務局の事務局長と
して勤務している今井善之（いまい よしゆき）と申します。
趣味の一つは自転車です。昔はマウンテンバイクやロード
レーサーに乗っていましたが、最近は折り畳みの小輪車を電
車に持ち込んで移動先で少距離のサイクリングを楽しんでい
ます。

まず経歴ですが、複写機メーカーで約40年勤務し、最初
の25年は半導体工場の生産技術のエンジニアとして先端技
術に取り組んでおりました。専門はプラズマエッチングとい

う技術で、半導体の配線やトランジスタを作るためにマイクロメートルより小さい加工を行い
ます。真空容器内にある種のガスを入れて電極間に交流電圧を与えて放電してプラズマ状態を
つくり、素材と反応し蒸発させて、素材に溝を作成するようなイメージです。当時は最先端技
術のつもりで頑張っておりましたが、近年は諸外国の勢いに日本の半導体が弱体化し悔しい思
いをした記憶があります。その後はいったん閉鎖した工場の再立ち上げと運営を任されたこと
から安全衛生に興味を持ち、労働安全関係の方々と交流を持つようになりました。そのご縁で、
協会の求人に応募し、採用して頂いた次第です。主に講習を担当しております。少し前には想
像もしなかった仕事に携わらせて頂くことになり、何かと行き届かず関係する多くの方にご迷
惑をかけている状況ではありますが、会員の皆様を始め関係する方々に少しでもお役に立てる
よう頑張っていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。

ところで、電気が専門でもありますのでこの機会に電気の災
害の話をしたいと思います。電気は遠く離れた場所に膨大なエ
ネルギーをたった数本の電線で送ることができる便利なもので
すが、ご存じの通り非常に危険でもあります。電気に起因する
事故件数は少ないものの感電による死亡率は他の事故に比べて
非常に高く、電気事故の１割以上は死亡災害となります。また
火災事故のうちの２割以上は電気が原因と言われています。家
庭で使っている100Vの電気でも思っている以上に危険です。例
えばショートすると容易に発火するので注意が必要です。身近
なところではコンセントの挿し口に埃がたまり、水がかかったり湿度が高いところで湿ったり
すると放電により発火する可能性があります。アーク溶接と同じアーク放電が起こりますので、
温度は数千度まで達し、難燃性の材料で被覆されている配線でも燃えてしまいます。職場や作
業場もそうですが、できたらご家庭でも使わない挿し口にはコンセントキャップをした方がよ
ろしいかと思います。

乾燥による火災が心配な時期となりました。
みなさま、ご安全に！

屋久島にて
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神戸東労働基準監督署

【事故の型別労働災害発生状況】

【起因物別労働災害発生状況】
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令和７年 労働災害発生状況令和７年 労働災害発生状況（令和７年12月末速報値）（令和７年12月末速報値）

監督署だより監督署だより

令和7年（1月～12月） 前年同期 前年比較
死傷者数（人） 構成比（%） 死傷者数（人） 構成比（%） 増減数（人） 増減率（%）

全 産 業 （1） 367（100） 100 （2） 389（100） 100（－1） －22（－50.0） －5.7
製 造 業 27 7.3 21 5.4 6 28.6
建 設 業 21 5.7 19 4.9 2 10.5
交 通 運 輸 業 19 5.2 6 1.5 13 216.7
陸上貨物運送業 （1） 48（100） 13.1 （1） 56（50.0） 14.4 （0） －8 （0）－14.3
商 業 43 11.7 65 16.7 －22 －33.8
保 健 衛 生 業 48 13.1 41 10.5 7 17.1
接 客 娯 楽 業 36 9.8 50 12.9 －14 －28.0
清 掃 ・と畜業 50 13.6 （1） 36（50.0） 9.3（－1） 14（－50.0） 38.9
上記以外の事業 75 20.5 95 24.4 －20 －21.1

＊新型コロナウイルス感染症のり患者数を除いています。

注1　労働者死傷病報告により把握した件数により作成したもの。（休業4日以上）
注2　陸上貨物運送業は、道路貨物運送業（4－3）と陸上貨物取扱業（5－1）を合計したもの。
注3　（　）内は、死亡者数で内数を表す。
注4　新型コロナり患（全産業　令和7年速報値6件）

令和７年 労働災害発生状況令和７年 労働災害発生状況（令和７年12月末速報値）（令和７年12月末速報値）
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令和7年12月10日、神戸東労働基準監督署の木戸

署長をはじめ同署の担当官3名は、「三ノ宮駅ビル新

築他工事」現場（神戸市中央区）において大規模建設

工事現場に対する安全パトロールを実施しました。

この安全パトロールは、設備の保守点検や再稼働

等の「非定常作業」が多くなる等により労働災害の発

生リスクが高まる年末年始の期間に労働災害防止対

策の一層の取り組みを要請することにより、建設業

における安全衛生意識の高揚を図ることを目的に実施したものです。尚、本パトロールには発

注者からもご参加いただきました。

建設現場は、西日本旅客鉄道株式会社が発注し、三ノ宮駅ビル新築他工事特定建設工事共同

企業体（竹中工務店・大鉄工業JV）が施工するもので、「神戸の玄関口となる魅力的な空間の創

出　神戸の魅力発進基地～BasE KOBE～」をスローガンとした開発プロジェクトです。安全

パトロール当日は、広場棟の地下躯体部の築造やビル棟の山留工事に伴う掘削等の作業が行わ

れていました。

木戸署長は安全パトロールに際して、元請事業場及び関係協

力事業場の作業員の皆様に対して「神戸東労働基準監督署管内の

建設業における労働災害は、近年、横ばい傾向となっており減

少していません。更に本年の建設業における発生状況をみます

と墜落・転落災害とはさまれ・巻き込まれ災害で全体の約7割

を占めており、災害の程度も重症となっている状況があります。

これ以上の死傷者を出さないため、足場等からの墜落・転落防

止対策の実施、機械設備等における覆いの設置等の安全対策の

徹底を今一度お願いします。」と挨拶しました。

その後、発注者及び元方事業者の職員とともに工事現場のパトロールを実施し、高所作業場

所における墜落防止対策及び機械設備等の安全対策を重点的に確認しました。

現場内では、高所作業場所に安全な作業床や手すりの設置が適切に行われ、立入禁止区域の

明示や周知に関しても良好であり、特に危険箇所の「見える化」として重機災害防止の見える化、

墜落危険箇所の見える化等の取り組みが推進されており、それらの状況について確認しました。

結びに、年末年始を迎え、今一度の現場総点検を実施するなどして、安全衛生対策の一層の

取り組みをお願いして安全パトロールを終えました。

監督署長による大規模建設現場安全パトロール監督署長による大規模建設現場安全パトロール
～建設業における労働災害防止にむけて神戸東労働基準監督署長が安全パトロールを実施～～建設業における労働災害防止にむけて神戸東労働基準監督署長が安全パトロールを実施～

神戸東労働基準監督署

【木戸署長の挨拶】

パトロール風景
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会場対面形式の説明会

電離放射線障害防止規則等に係る改正法令説明会のお知らせ電離放射線障害防止規則等に係る改正法令説明会のお知らせ

電離放射線障害防止規則（以下「電離則」といいます。）では、放射線業務（エックス線装置の
使用等の業務）従事者を使用する事業者に対し、管理区域の明示や電離放射線健康診断の実施
等の放射線業務従事者の電離放射線による健康障害防止を義務付けています。

今般、労働安全衛生規則及び電離則の一部を改正する省令（令和７年厚生労働省令第108号。）
及び透過写真撮影業務特別教育規程の一部を改正する件（令和７年厚生労働省告示第287号。）
がそれぞれ令和７年10月29日に公布又は告示され、順次施行又は適用されることとなりました。

本改正は、工業用等のエックス線装置等に安全装置の設置及び使用を義務づける等の安全対
策の強化と特別教育の対象業務を拡大する等、所要の規定の整備を講じるものです。

神戸東労働基準監督署は神戸東労働基準協会との共催により、改正内容の周知を図り、事業
場において電離則の適切な措置を実施していただくための説明会を下記により開催いたしま
す。安全衛生ご担当者の方々の積極的なご参加をお待ちしております。

【説明会】
　１．開催日時	 令和８年２月25日（水）　14：00～16：00
　２．開催場所	 神戸地方合同庁舎１階　第４共用会議室
	 （〒650-0024　神戸市中央区海岸通29）
　３．対　　象	 工業用等のエックス線装置等を取り扱う業務がある事業場　　　　　　　　
　４．内　　容	 ① 神戸東労働基準監督署長　挨拶
	 ② 電離則等の改正及び適正な電離放射線管理について　　　
	 　　　講師：特別民間法人 中央労働災害防止協会
	 　　　　　　近畿・大阪安全衛生総合サービスセンター　専門講師
	 ③ 労働災害防止対策等について　（監督署担当官）
	 ④ 労働時間上限規制等について　（監督署担当官）
　５．定　　員	 受講先着60名　（会場定員）
　６．受 講 料	 無料

【会場案内】
★アクセス
１．�「地下鉄三宮駅」、「JR三ノ宮駅」、「阪急神戸三宮駅」、「阪
神神戸三宮駅」、「地下三宮・花時計前駅」から南西へ徒歩
約10分。

２．駐車場は確保しておりませんのでご留意ください。

【申込方法】
　厚生労働省受付専用Webサイトからお申し込みください。
　「労働局・労働基準監督署説明会等受付サイト」
　　　https：//www.roudoukyoku-setsumeikai.mhlw.go.jp/　
　＊会場定員（60名）に達しましたら、受付が終了しますのでお早目にお申し込み下さい。
　＊会場定員の都合上、各事業場2名までのご出席にご協力お願いします。

【問合せ先】
　神戸東労働基準監督署　安全衛生課　　（TEL　078-389-5341）
　　〒650-0024　神戸市中央区海岸通29　神戸地方合同庁舎３階

主催：神戸東労働基準監督署　共催：神戸東労働基準協会

記
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改正法令による化学物質管理の「自律的管理」への移行、また、幅広い産業に適用されるこ
とを契機に、厚生労働省におきましては令和6年度に「化学物質管理強調月間」を創設し、広く
一般に職場における危険・有害な化学物質管理の重要性に関する意識の高揚及び化学物質等障
害防止対策のより一層の徹底を図っており、令和7年度におきましても「第2回化学物質管理強
調月間実施要綱」に基づき、全国一斉に化学物質管理活動の定着を図ることとします。

つきましては、会員事業場の皆様におかれましては、以下「実施事項」をご参照いただき、
積極的な取組をお願いします。

2 月は化学物質管理強調月間です2 月は化学物質管理強調月間です第2回

神戸東労働基準監督署

令和７年度スローガン
【慣れた頃こそ再確認　化学物質の扱い方】

期間：令和8年2月1日から令和8年2月28日まで

実　施　事　項
「第２回化学物質管理強調月間実施要綱」より

①	以下の重点事項について、日常の化学物質管理の総点検を行う
	 （ア）化学物質管理者の選任状況等の確認、（イ）危険有害性等の確認、
	 （ウ）ラベル表示・SDS交付、リスクアセスメントの実施等、
	 （エ）特別規則（特化則、有機則等）及び石綿障害予防規則の遵守の徹底
②	事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視
③	スローガン等の掲示
④	事故等緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施
⑤	意識高揚のための行事等の実施

事業者

①	化学物質管理に係る啓発
②	化学物質に関する説明会等の開催
③	化学物質アドバイザー等を活用した普及啓発
④	化学物質管理に係る広報資料等の作成、配布
⑤	雑誌等を通じた広報
⑥	事業者の実施事項についての指導援助
⑦	その他「化学物質管理強調月間」にふさわしい行事等の実施

主唱者・協力連携者・協賛者

主 唱 者：厚生労働省、中央労働災害防止協会
協力連携者：経済産業省、環境省
協 賛 者：建設業労働災害防止協会・陸上貨物運送事業労働災害防止協会

港湾貨物運送事業労働災害協会・林業・木材製造業労働災害防止協会
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神戸東労働基準協会会員事業場の皆様には、平素から労働基準行政の推進に格別のご理解ご
協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、神戸東労働基準監督署で策定した、令和5年度を初年度とする「神戸東第14次労働災
害防止推進5か年計画」において、重点事項の取組の効果を確認する指標として、労働者の協
力の下で事業者が実施するアウトプット指標を定め、その指標の達成に向け、労働災害防止対
策等の推進を図ることとしています。

つきましては、令和7年度における当署管内の現状（進捗状況）を把握する必要がありますの
で、ご多忙のところ恐縮ですが、令和8年2月末までを目途に以下のWeb上にある「安全衛生
活動の取組状況アンケート（令和7年度・神戸東署）」によりアンケートにご協力を賜りますよ
うお願いいたします。

神戸東労働基準協会　会員事業場のみなさまへ神戸東労働基準協会　会員事業場のみなさまへ
安全衛生活動の取組状況アンケートのご協力のお願いについて安全衛生活動の取組状況アンケートのご協力のお願いについて

神戸東労働基準監督署

Web
安全衛生活動の取組状況アンケート
（令和７年度・神戸東署）
https://forms.office.com/r/N5VUAPrjU9

1	 職場で取り組んでいる転倒災害防止対策について。（複数回答可）
	 （1）ハード面（施設・設備）の対策　（2）ソフト面（人）の対策
2	 正社員以外の労働者への安全衛生教育の実施について。
3	 �「エイジフレンドリーガイドライン」に基づく高年齢労働者の安全衛生確保の取組（安全衛
生管理体制の確立、職場環境の改善等）について。

4	 業種別の労働災害防止対策の推進について（該当業種のみ）
	 （1）【社会福祉施設】介護・看護作業においてノーリフトケアの導入について。
	 （2）【陸上貨物運送業】（荷主となる事業場を含む。）
	 　　�「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」に基づく措置の実施に

ついて。
	 （3）【製造業】機械による「はさまれ・巻き込まれ」防止対策の取り組みについて。
5	 外国人労働者に対する労働災害防止の安全衛生教育の実施について。
6	 労働者の健康確保対策の取組状況について。
7	 �化学物質等（危険性又は有害性が把握されているもの）による健康障害防止対策の取組状況
について。

8	 熱中症を防止するために暑さ指数（WBGT）の把握及び活用状況について。

アンケートの内容について
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■ 「会員状況調査」及び「労働災害調査」にご協力願います
標毎年実施の「会員状況調査」及び「労働災害調査」について、ご多忙の折恐縮ですが、同封

の調査票の作成・提出にご協力願います。当協会事務局宛、2月27日（金）までにご提出願います。
※�「会員状況調査」は会員名簿作成資料となり、「労働者数」に基づき次年度の年会費を積算し

ます。
※�「労働災害調査」は安全衛生表彰の選考資料となります。御社の安全衛生に関する取組みを

お知らせ願います。安全では無災害継続、高年齢労働者に配慮した職場環境づくり、転倒災
害防止対策等々。衛生では、健康作り活動、生活習慣病予防、運動機会の推進、過重労働対
策、メンタルヘルス対策、健康経営優良法人の認定取得等々。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■ 神戸東労働基準協会への加入事業場のご紹介について（お願い）

神戸東労働基準協会長　左手　 巧
平素は、当協会の運営にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。
当協会では継続的に新規会員を募集しておりますが、近年は閉鎖・移転等により会員は減少

傾向にあります。
当協会では、労務・安全衛生関係の研修会や労働安全衛生大会（無料）開催のほか、特別教

育等受講料の会員割引、協会広報誌「風見鶏」を毎月発行し、労働関係法令の改正情報、各種
講習・行事予定等をお知らせする等により、会員事業場の一層の労務管理・安全衛生管理・健
康管理の向上に努めておりますが、協会活動を今後も安定的に展開し、会員サービスの更なる
向上を図るためにも、会員増加に取り組んでいるところです。

つきましては、皆様のお知り合いや関連の事業場等で、当協会に加入されていない事業場様
がございましたら、同封の「紹介連絡票」によりFAX等でご紹介いただければ、有難く思います。
お伺いして無理のないように丁寧に説明させていただきます。ご多忙の折恐縮ですが、ご紹介
いただきますようお願いいたします。
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事務局だより

編集後記編集後記
1Pリレーエッセイについて、ご紹介が大変遅くなりましたが、協会事務局で1Pリレーエッセイについて、ご紹介が大変遅くなりましたが、協会事務局で

は昨年8月から今井氏が勤務しています。このたび自己紹介を兼ね寄稿いただは昨年8月から今井氏が勤務しています。このたび自己紹介を兼ね寄稿いただ
きました。事務局での担当は技能講習、特別教育等の講習関係になり、学科講きました。事務局での担当は技能講習、特別教育等の講習関係になり、学科講
師も務めます。講習等でお世話になりますが、よろしくお願いします。師も務めます。講習等でお世話になりますが、よろしくお願いします。

例年お願いしている「会員状況調査票」等の作成・提出につきまして、ご多忙例年お願いしている「会員状況調査票」等の作成・提出につきまして、ご多忙
のところ恐縮ですが、ご協力いただきますようお願いいたします。のところ恐縮ですが、ご協力いただきますようお願いいたします。

令和8年2～3月度の技能講習などの予定です。
詳細は、当協会HP（https：//kobehigashi.com）をご参照ください。
技能講習等は、長年の実績を有する当協会主催の技能講習等を是非ご利用ください。
随時受け付けいたします。ただし定員になり次第締め切ります。

実施実施
機関機関 講 習 名講 習 名 実 施 月 日実 施 月 日 会 場会 場 受講料受講料

（1名につき）（1名につき）

神

戸

東

事

務

所

神

戸

東

事

務

所

安全衛生推進者養成講習
2月3日 神戸東労働基準協会 研修室

15,730円
衛生推進者養成講習 11,330円

玉掛け技能講習
2月18・19日 神戸東労働基準協会 研修室

25,630～27,830円
2月21日 ㈱神戸製鋼所 神戸線条工場 

高所作業車運転技能講習
2月26日 ㈱神戸製鋼所神戸線条工場 コミュニティセンター

39,820円
2月28日 川崎重工業㈱神戸工場

床上操作式クレーン運転技能
講習

3月4・5日 神戸東労働基準協会 研修室
30,305～32,505円

3月7日 ㈱神戸製鋼所 神戸線条工場 
金属アーク溶接等作業主任者
限定技能講習 3月6日 神戸東労働基準協会 研修室 12,870円

神

戸

東

労

働

基

準

協

会

神

戸

東

労

働

基

準

協

会

化学物質管理者講習（６H） 2月6日 神戸東労働基準協会 研修室 19,580～23,980円
リスクアセスメント担当者研修会 2月10日 ㈱神戸製鋼所神戸線条工場 コミュニティセンター 10,230～12,430円
第一種衛生管理者受験準備講習（休日） 2月11・14日 兵庫県中央労働センター 26,400円
フルハーネス特別教育 2月12日 ㈱神戸製鋼所神戸線条工場 コミュニティセンター 9,240～11,440円
職長教育

2月16・17日 ㈱神戸製鋼所神戸線条工場 コミュニティセンター
13,530～15,730円

職長・安全衛生責任者教育 17,050～19,250円
アシストスーツ体験会 2月18日 神戸市立中央区文化センター 無料
労務管理研修会 2月18日 神戸市立中央区文化センター 無料
ハラスメント窓口担当者研修 2月20日 神戸市立中央区文化センター 5,500～6,050円
衛生管理者受験準備講習会（一種）

2月24日 神戸東労働基準協会 研修室
23,100円

衛生管理者受験準備講習会（二種） 14,300円
酸素欠乏症防止特別教育 2月27日 ㈱神戸製鋼所神戸線条工場 コミュニティセンター 8,250～10,450円
職長能力向上教育

3月3日 ㈱神戸製鋼所神戸線条工場 コミュニティセンター
8,140～10,340円

職長・安全衛生責任者能力向上教育 8,690～10,890円
保護具着用管理責任者教育 3月11日 神戸東労働基準協会 研修室 16,500～19,800円

低圧電気取扱い業務特別教育
3月12日 神戸東労働基準協会 研修室

17,050～19,250円
3月14日 ㈱神戸製鋼所 神戸線条工場

第一種衛生管理者受験準備講習（休日） 3月15・22日 兵庫県中央労働センター 26,400円
粉じん作業従事者特別教育 3月17日 神戸東労働基準協会 研修室 8,030～10,230円
危険予知（KYT）訓練研修 3月26日 ㈱神戸製鋼所神戸線条工場 コミュニティセンター 8,030～10,230円


